
東京ホッケー協会第 5回理事会議事録

日時 :平成 30年 6月 17日 (日 )9:30～ 12:00

場所 :品川総合体育館 BlF

出席者 :(理事)青木岡J、 一り:1邦彦、河原茂光、菅野芳哉、正田実、鍋圏茂子、和田明仁

7人の理事の出席を得て、開催された。

議 :

【承認事項】

1.新法人設立の提案について

冒頭、和圏会長より本日の臨時理事会開催の理由説明があり、これまでTHAは独自に法

人化を進め、7ん の臨時総会で法人設立を目指してきたところであるが、以下の状況から

進め方を変更したいので、理事のご意見を集約したいとの発言があつた。

去る3/28、 」HItはスポーツ庁より呼び出しを受け、東京都に二つの団体が存在する状況

は好ましいものとはいえず、早急に両団体を一本化する様、指導があったという。

ЛAと しては任意団体であるT臥 を東京都における統括団体として認めているところで

はあるが、改めて脚Aはこの指導を受け、第二者による新法人設立策を探つていた

最近に至り、これまで両団体の一本化に努力してこられた坂本氏(駿台ホッケークラブ

(明治大学OB会)会長)、 松本氏 (三田クラブ会長)の両氏が設立発起人になって新たな法

人 「東京都ホッケー協会」を設立する構想が浮上し、ЛAは THAに対してこの案で一本化

を図るよう提案があった

側Aと しては諸情勢に鑑み、このJHAの提案を受け入れたいと考えている

以上の説明を受け、理事会としては東京 2020の実現に万全の体制を敷くため、フェア

な方法で進められるのであれば、協力は惜しむべきではなく、7/8は連絡会として TllA会

員の皆様に上記の状況をご理解いただき、新法人設立にご協力をお願いする場とする事と

した。なお、ただちに7/8を臨時総会から連絡会に変更する旨の案内を全会員に送付する。

2.第 4回議事録承認

問題なく承認された。

3.倫理規程について

都体協より、競技団体として倫理についてガイ ドライン及び倫理規程を定めているか、

また倫理委員会等を設けているか、アンケー ト調査が実施される。

翻Aと しては倫理規程策定予定、倫理委員会設置予定としてアンケー トに回答する。

4.都体協委員の選任について

各競技団体に対し、都体協代表委員、競技力向上委員の選任を求められ、皿 としては

留任の方針とし、代表委員に一川理事、競技力向上委員に宮田理事を充てることとした

5.委員選任について

本日の理事会までに委員 (ス タッフ)に申し込みのあった方を審議のうえ承認した。

【報告事項】

1_(織 JHA定時総会の報告 (総務)

理 定時総会は中曽根会長を迎えて開催され、予定された議案は全て問題なく承認され

た。質疑応答の中で、愛知県正会員から強化責任、理 の関与する裁判、東京都に2つの

翻Aが存在する事の 3点について質問を行つたが、勤 問ヽ題について理 からは一本化に

尽力するとの発言があつた



2.「すこやかキッズ」について (普及)

「すこやかキッズ スポーツ塾 ホッケー教室」は池袋本ヽ′卜学校で毎週水曜日に松原

尚子さんを塾長に迎え、シエアOBの方々に指導補助をお願いして進めている。「すこや

かキッズ」事務局とは覚書を結び塾長、指導補助員の謝金・交通費、及び用具レンタル料

を決定する。

3.2021年度全国高校選抜大会の開催について 鶴

全国高体連及び脚 から2021年度全国高校選抜大会を五輸施設で実施したいとの要望

があり、6/11都高体連 、関東高体連 、職 の5者で対応を協議し、都高体連単独の開催

は極めて困難な事を前提として、関係各団体の協力を得て実施できる方向性を探る事とな

つた

次国開催予定 :2018年 7月 7日 (土)を予定する。

上記決議を確証するため、本議事録が作成され、会長及び副会長が署名捺印した
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